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輸出貿易管理令における該非判定書の発行依頼


日本では国際的な平和及び安全維持の観点から外国為替および外国貿易管理法により、武器、大量破壊兵器等の製造、開発等に寄与する関連資材、通常兵器関連汎用品ならびに、これらの関連技術の輸出（役務）について厳しく規制されております。
弊社の製品を御購入後、海外に輸出または移設される場合は、外為法における輸出管理に関する規定（外為法第48条1項、および第25条1項）に照らした該非判定書 (パラメーターシート含む) を関係機関から求められることがあります。

弊社ではお客様のご依頼に基づいて該非判定書を発行しており、下記の発行依頼書に必要事項をご記入の上、電子メールにてテク二カルサービス（jpts@merckgroup.com) まで送付ください。
当該、該非判定内容は発行日における外国為替および外国貿易管理法に基づき作成しており、法令の改正が行われた場合、改正前に発行した該非判定書は無効とさせて頂きます。

(ご記入時の注意)
1 ご記入項目に漏れがありますと、正確な情報を得られないために該非判定書を発行しかねる場合がありますので、すべての項目にご記入ください。
（当社の製品の購入を確認するため、ロット番号の記載は必須とさせて頂いております）
2 該非判定書の発行には1週間程度掛かる場合がございます。緊急でのご対応は致しかねる場合があります。予めご了承ください。
3 原則、当社の定める様式で発行させて頂きます。


米国再輸出規制について

1 弊社、米国製の製品を御購入後、海外に輸出または移設される場合は、米国政府の定める輸出許可を必要とするものがあります。
2 米国政府が定める取引禁止又は制限される懸念顧客への再輸出には、米国再輸出規制法をご確認頂くか、米国大使館　商務部へお問い合わせください。　


* ご提供いただいたお客様情報は、個人情報保護法に基づき、必要な処置を講ずるとともに取得の際に 
明示した利用目的の範囲内で利用し、法令に定める場合を除き目的外には利用いたしません。 
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メルク株式会社
ｼｸﾞﾏｱﾙﾄﾞﾘｯﾁｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社
輸出管理責任者殿

輸出貿易管理令における該非判定書の発行依頼

当社は、御社製品の輸出（貨物・技術）を下記条件に基づき行うため、輸出貿易管理令に照らした該非判定書の作成をお願い致します。尚、御社製品の輸出（貨物・技術）に際しては、国内外の政府関係法令を遵守し、当社の責任において関係政府に対する輸出許可取得に必要な申請手続きを履行いたします。また、当社は次の(1)及び(2)の行為、事実がないことをここに約束いたします。

(１)御社製品・技術を、
1 核兵器、科学兵器、生物兵器、及びこれらを運搬するミサイル(以下、核兵器等という)の開発、製造、使用、または貯蔵（以下、開発等という）に用いること。
2 軍事関係に使用すること。

(2)最終需要者が、
1 核兵器等の開発等を行っている。または過去に行っていたことがある。
2 原子力に関する研究、原子炉運転、重水の製造、加工、再処理の関連行為を行っている。または行っていたことがある。
3 軍等が行なう科学、微生物、毒素、遺伝子、ロケット、無人航空機、宇宙に関する研究の関連行為を行っている。または行っていたことがある。
4 通常兵器の開発等を行っている。または行っていたことがある。

記

	ご依頼者様

	会社名
(該非判定書の宛先)　　　
	　

	部署名
	　
	電話番号
	　

	氏名
	　

	住所
	　

	E-mailｱﾄﾞﾚｽ
	　



	判定依頼品目

	商品名
	　

	型番
	　
	LOT番号
(複数LOT記載可。記載しきれない場合は別紙可)
	　



	最終需要者

	仕向国
	最終仕向国：　　　　　　　　　　(経由地がある場合)経由国：

	社名
(英語表記)
	　

	所在地
	　

	用途
	　


＊本該非判定は適正な輸出を遵守するために行っておりますため、社内管理等の輸出目的以外でのご依頼はお受けいたしかねますこと何卒ご了承ください。
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